
が
、

租
税
寮
は
、

現
実
の

面
積
を
調
べ
、

村
名
受
の

公
有
地
と
し
て

地
券
を

下
付
す
る
こ

と
を
命
じ
て

い

る
（「
租
税
寮
改
正
局
日

報
」
明
治

六
年

三

三

号

『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
上
巻

二

四
二
ペ

ー
ジ

）。

芦
ノ

湯
と

同
じ
く

「
沽
券
税
」
を
施
行
し
た
の

で

あ
る
が
、

村
受
公
有
地
の

地
券
を
交
付
し
た

点
が
特
異
で

あ
る
。

小
田
原
市
街

の

地
租
改
正

前
述
の

よ
う
に
、

一

般
郡
村
地
で
の

地
租
改
正
進
捗
に

と

も
な
い
、

市
街
地
で
の

地
価
一

〇
〇
分
の
一

の

「
沽
券
税

法
」
を
、

郡
村
同
様
地
価
一

〇
〇
分
の

三

に

改
定

す
る

地
租
改
正
が
行
わ

れ
る
が
、

小
田
原
に

お
い

て

も
、

こ

れ
が
一

八
七
六
（
明
治
九
）
年
か
ら

着

手
さ
れ
、

七
九
年
十
月
二

十
四
日

地
租
改
正
事
務
局
の

裁
可
を
得
た
。

こ

の

時
に

は
、

小
田
原
も
神
奈
川
県
管
轄
下
に

入
っ

て
お
り
、

統
一

し
た
方

針
の

下
に

す
べ

て

横
浜
と
同
様
の

方
式
で

実
施
さ
れ
た
。

「
沽
券
税
法
」
下
で

は
、

一

〇
〇
坪
当
た
り
一

六
銭
二

厘
余
で

あ
っ

た
地
税
が
、

改
正
に

よ
っ

て
五
八
銭
五

厘
に

増
加
し
て
い

る（
貫
属
住
居
屋
敷
地
と
町
地
と
を
合
し
た
市
街
地
の

数
値
）。
し
か
も
な
お
、

横
浜
市
街
地
よ
り
は

格
段
の

低
額
で

あ
る
（
表
一

－
五
一

）。

参
考
ま
で
に
、

市
街
地
地
租
改
正
で
、

郡
村
地
と
同
様
地
価
一

〇
〇
分
の

三
の

地
税
を
負
担
す
る
こ

と
に
な
っ

た
全
国
主
要
都
市
と
横
浜
・

小
田

原
の

地
税
負
担
を
表
一

－
五
二

に

掲
げ
て
お
こ

う
。

こ

れ
に

よ
れ
ば
、

前
述
し
た
よ
う
に
、

横
浜
市
街
の

地
租
は
全
国
で

も
ぬ

き
ん
で
て

高
く
、

一

方
、

小
田
原
市
街
は
、

近
く
の

三

島
あ
る
い

は
、

関
東
の

地
方
都
市
と
く
ら
べ

て

も
低
位
に

あ
る
。

神
奈
川
県
は
、

市
街
地
地
租
負
担
で
、

い

わ
ば

両
極
に

位
置
す
る
都
市
を
持
っ

て
い

る
と
い

え
よ
う
。

表1－52　市街地地租改正による新地租額

注　各「新旧税額比較表」（『明治初年地租改正

基礎資科』下巻）より作成
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注（

1

）
　「
地
券
諸
伺
届
纂
録
」
「
旧
足
柄
県
諸
伺
届
」（
宇
田
川
家
文
書
）。

（2）
　
明
治
五
年
十
一

月
十
五
日

足
柄
県
「
貫
属
屋
敷
地
券
渡
方
ニ

付
伺
書
」（「
地
券
諸
伺
届
纂
録

」）。
な
お
、

こ

れ
と
同
主
旨
の

「
足
柄
県
大
意

」
が
、

「
租
税

寮
改
正
局
日

報
」、

明
治
五

年
四
一

号
（『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
上
巻
一

一

二

ペ

ー
ジ

）
に

も
掲
げ
ら
れ
て
い

る
。

（

3

）
　
注
（

1

）
「
地
券
諸
伺
届
纂
録
」

（4）
　「
租
税
寮
改
正
局
日

報
」、
明
治
六
年
二

三

号
（
前
掲
書
二

〇
六
ペ

ー
ジ

）
所
掲
。

ま
た
、

同
文
の

も
の

（
若
干
字
句
の

違
い

が
あ
る

）
が
、

前
掲
「
地
券
諸

伺
届
纂
録
」
に

も
載
せ
ら
れ
て
い

る
。

第
二

節
　
郡
村
地
へ

の

壬
申
地
券
交
付

一

　

旧
神
奈
川
県
で
の

地
券
交
付

地
所
永
代
売
買
解

禁
と

地

券
交

付

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
二

月
十
五
日
、

政
府
は
、

地
所
永
代
売
買
を
解
禁
し
、

同
月
二

十
四
日
、

売
買
譲
渡
地
へ

の

「
地

券
渡
方
規
則
」
を
布
達
し
て
、

前
述
東
京
府
下
な
ど
市
街
地
に
ひ
き
続
い

て
、

郡
村
地
へ

の

地
券
交
付
に

着
手
し
た
。

こ

の

と
き
、

さ
き
に

横
浜
市
街
地
へ

の

地
券
交
付
を
伺
い

出
た
神
奈
川
県
令
陸
奥
宗
光
は
、

抱
懐
す
る
「
田
租
改
革
」
意
見
を
太
政
官
に

上
申
し

た
。

同
年
四
月
の

こ

と
で

あ
る
。

こ

の

建
議
は
五

月
裁
可
さ
れ
、

大
蔵
省
で

検
討
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ

た
が
、

こ

れ
に

と
も
な
い
、

六
月
十
八
日

陸

奥
は
大
蔵
省
租
税
頭
に

抜
擢
さ
れ
た
。

こ

の

陸
奥
租
税
頭
の

下
で
、

七
月
四
日
、

全
国
一

般
の

土
地
へ

の

地

券

交
付
が
発
令
さ
れ
、

同
月
二

十
五
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日
、

租
税
寮
内
に

改
正
局
が
新
置
さ
れ
て
、

新
た
な
地
租
法
の

準
備
が
進
め
ら
れ
た
。

当
時
、

現
神
奈
川
県
お
よ
び
三

多
摩
か
ら
な
る
地
域
に

は
、

神
奈
川
・

足
柄
の

二

県
が
置
か
れ
、

し
た
が
っ

て
、

壬
申
地
券
交
付
と
地
租
改
正
の

初
期
段
階
と
は
、

二

県
で

そ
れ
ぞ
れ
別
個
に

進
め
ら
れ
て
い

く
こ

と
に

な
る
（
一

八
七
六
年
四
月
ま
で

）。

神
奈
川
県
で
の

地
券
交
付
着
手

神
奈
川
県
で
の

地
券
交
付
事
業
の

開
始
は
、

ま
だ
陸
奥
が
県
令
で

あ
っ

た
明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
五

月
こ

ろ
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

同
月
付
、

陸
奥
の

大
蔵
省
あ
て

「
神
奈
川
県
地
券
心
得
書
」
公
布
方
伺
（
後
述
）
の

初
か
条
に

「（
今
般
地
所
永
代

売
買
解
禁
と
地
券
渡
方
規
則
公
布
が
あ
っ

た
の

で

）
田
畑
及
び
山
林
等
近
傍
売
買
直
段
其
他
持
主
に

お
い

て

適
宜
之
価
書
き
出
す
べ

き
旨
、

村
々

江

触
示
し
置
候
間
、

書
出
次
第
、

譲
渡
の

分
同
様
、

悉
皆
地
券
相
渡
候
様
仕
る
べ

く
存
じ
奉
り
候
」
（『
明
治
初
年
地
租
改
正
基
礎
資
料
』
上
巻
補
遣
四
ペ

ー
ジ

）
と
あ
っ

て
、

県
は
、

遅
く
も
五

月
に
、

地
券
交
付
の

作
業
を
命
じ
る
触
示
を
発
し
た
こ

と
が
わ
か
る
。

と
こ

ろ
で
、

県
が
右
の

伺
を
出
し
た
時
点
で
は
、

政
府
は
ま
だ
す
べ

て
の

地
へ

の

地
券
交
付
は
発
令
し

て

い

な

い
。

ま
た
、

同
伺
の

第
二

条
で

は
、

県
独
自
に
、

地
券
交
付
に

あ
た
り
、

種
々

の

形
態
を
も
つ

在
来
の

質
地
を
整
理
す
る
た
め
の

「
心
得
書
」
案
一

〇
か
条
を
作
り
、

裁
可
を
求
め

て
い

る
。

い

ず
れ
も
、

陸
奥
宗
光
を
県
令
と
し
た
神
奈
川
県
が
、

政
府
の

地
券
交
付
・

地
税
改
革
の

方
針
に

き
わ
め
て

積
極
的
な
姿
勢
を
と
っ

て
い

た
こ

と
を
示
し
て
い

る
。

こ

の

伺
は
、

両
条
と
も
、

七
月
に

大
蔵
省
か
ら
許
可
さ
れ
た
。

こ

の

と
き
、

陸
奥
は
す
で

に

租
税
頭
と
な
っ

て

お
り
、

い

っ

て
み
れ
ば
、

自
分
が
県
令
と
し
て

提
出
し
た
伺
を
、

自
ら
租
税
頭
と
し
て

裁
可
し
た
わ
け
で

あ
る
。

さ
て
、

右
伺
が
裁
可
さ
れ
た
五

年
七
月
、

県
は
、

地
券
取
調
掛
附
属
等
外
一

等
に
、

添
田
七
郎
右
衛
門
（
知
通
・

橘
樹
郡
市
場
村
名
主

）、

下
田
半
兵

衛
ら
を
任
命
す
る
と
と
も
に
、

管
下
各
村
に
、

前
述
五

月
「
触
示
」（
正
確
な
日

付
と
全
文
は
不
明

）に
も
と

づ

き
、

「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳
」
の

雛

形
を
木
版
で

印
刷
し
配
布
し
た
。

多
摩
郡
蔵
敷
村
に

配
布
さ
れ
た
同
雛
形
（
東
京
都
東
大
和
市
蔵
敷

内
野
禄
太
郎
家
文
書
）
に

は
、

「
壬

申
七
月
各
村
ヱ

壱
冊
ツ
ヽ

御
渡
」
と
記
さ
れ
、

そ
の

配
布
時
点
が
確
認
で

き
る
。

な
お
、

質
地
「
心
得
書
」
も
印
刷
・

配
布
さ
れ
た
も
の

の

日

付
は
、

七
月
と
な
っ
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て
い

る
が
、

右
蔵
敷
村
へ

配
布
さ
れ
た
分
の

表
紙
（
前
掲

内
野
家
文
書
）
に

「
壬
申
八
月
廿
三
日

各
村
長
ヱ

壱
冊
ツ
ヽ

御
渡
」
と
あ
る
よ
う
に
、

実

際
に

村
方
へ

渡
さ
れ
た
の

は
、

書
上
帳
雛
形
よ
り
一

か
月
遅
い

八
月
で

あ
っ

た
。

「
田
畑
其
外
直
段

書
上
帳
」
の

作
成

こ

う
し
て
、

神
奈
川
県
の

村
方
で
の

地
券
取
調
べ

作
業
は
、

政

府
が
す
べ

て
の

地
へ

の

地
券
交
付
を
布
告
し
た
の

と
、

ほ
ぼ

同

時
に

開
始
さ
れ
た
。

橘
樹
郡
末
長
村
で
は
、

七
月
二

十
八
日

付
で
、

こ

の

区
域
を
担
当
す
る
地
券
取
調
掛

附
属
添
田
七
郎
右
衛
門
か
ら

次
の

「
順
達
」（
川
崎
市
高
津
区
末
長

中
山
清
家
文
書
）
が

届
い

て
い

る
。

今
般
地
券
取
調
、

左
之
日

割
之
通
巡
廻
可
致
、

尤
其
已
前
調
方
行
届
、

県
庁
江
差
出
し
候
村
々

差
除
、

未
タ
取
調
中
之
分
は
精
々

実
地
適
宜
之
取
調
致
置
、

我
等
巡
廻
之
上
一

覧
、

夫
々

談
判

可
及
候
得
共
、

郡
中
一

般
稠
密
調
上
之
義
、

悉
ク
手
数
も
相
掛
候
ニ

付
、

各
区
元
戸
副
長
に
お

い

て
、

区
内
エ

協
力
注
意
い

た
し
、

一

同
申
合
勉
強
可
致
様
、

御
沙
汰
之
次
第
モ

有
之
、

依
而

は
各
区
村
々

其
節
出
会
は
申
触
候
様
い

た
し
度
、

且
差
向
調
方
都
合
左
ニ

一

　
検
地
帳
其
外
名
寄
小
拾
帳
等
ヘ

番
号
引
合
候
様
可
致
事

一

　
一

筆
之
田
畑
ヲ

切
畝
歩
ニ

い

た
し
、

弐
人
、

三

人
、

幾
人
ニ

て

所
持
罷
在
候
と
も
、

其
原

歩
肩
書
ニ

顕
シ

遣
可
申
事

一

　
有
高
無
反
別
之
村
方
は
田
畑
一

枚
限
見
面
反
別
新
ニ

番
号
ヲ

極
可
申
事

一

　
切
添
・

切
開
等
ニ

而
無
高
有
反
別
之
分
は
、

是
又
一

枚
限
番
号
を
付
、

別
帳
ニ

可
認
事

「田畑其外直段書上帳」（部分） 内野禄太郎氏蔵
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一

　

質
地
年
季
中
之
分
は
質
入
之
払
主
方
ヘ

仮
ニ

引
付
、

旧
弊
ニ

不
抱
、

当
今
之
直
段
ニ

準
照
シ
、

払
代
金
可
書
出
事

右
之
通
概
略
申
達
候
、

尚
巨
細
着
々

と
可
申
談
、

此
状
不
限
昼
夜
至
急
順
達
、

従
留
可
被
相
返
も
の

也

（
明
治
五

年
）

壬
甲七

月
廿
八
日

神
奈
川
県
出
役

地
券
取
調
掛
附
属

添
田
七
郎
右
衛
門

地
券
取
調
掛
附
属
は
、

分
担
区
域
を
巡
回
す
る
と
と
も
に
、

右
の

よ
う
な
順
達
を
、

随
時
村
々

に

回
し
、

村
で

は
、

こ

れ
ら
を
筆
写
し
て

調
査
の

拠
り
ど
こ

ろ
と
し
作
業
を
進
め
た
。

右
順
達
は
、

「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳
」
作
成
の

基
本
方
針
を
指
示
し
た
も
の

で

あ
る
。

要
約
す
れ
ば
、

（一）

書
上
帳
は
、

一

筆
ご
と

に

検
地
帳

な
ど
と
照
合
し
て

作
成
す
る
、

（二）
そ
の

際
、

高
が
あ
っ

て

実
際
に

は
土
地
が
な
い

も
の
、

無
高
で

土
地
の

み
が
あ
る
切
添
・

切
開
・

隠
田
な
ど
検

地
帳
等
旧
公
簿
と
照
合
で

き
な
い

分
は
、

別
記
し
明
ら
か
に

し
て

お
く
、

（三）
年
季
中
の

質
地
は
、

仮
り
に

質
取
主
の

分
に

載
せ
、

現
在
の

相
場
で

質
代
金
を
記
載
す
る
、

と
い

う
内
容
で

あ
っ

た
。

県
は
、

各
村
か
ら
、

日

限
通
り
作
業
を
完
了
す
る
と
の

請
書
を
と
っ

て

「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳
」
の

作
成
を
急
い

だ
が
、

上
述
の

方
針
は
、

実

際
に

直
面
し
て
種
々

の

難
問
が
生
じ
、

容
易
に

進
捗
し
な
か
っ

た
。

多
摩
郡
で

は
、

県
地
券
掛
附
属
下
田
半
兵
衛
が
、

九
月
三

日

付
で

発
し
た
触
達
（「
明
治
五
年
御
用
留

戸
長
尾
崎
次
郎
右
衛
門

」
東
京
都
八
王
子
市
上

恩
方
　
尾
崎
知
三

家
文
書
、

お
よ
び
「
触
達

」同
草
木
兵
治
家
文
書
）
の

な
か
で
、

「
先
般
地
券
取
調
御
用
に

付
廻
在
の

上
、

区
毎
宿
村
一

筆
限
り
地
価
書
上

方（「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳

」作
成
の
こ

と

）日
限
請
書
差
出
さ
れ
候
処
、

未
た
遅
れ
に

お
よ
び
候
村
方
多
く
、

県
庁
に

於
て

取
調
方
差
支
」
え
て

い

る

と
、

作
業
遅
延
の

現
状
を
の
べ
、

さ
ら
に

廻
村
す
る
か
ら
、

未
提
出
の

村
は
、

印
形
・

書
上
帳
下
書
の

出
来
て
い

る
分
を
持
参
し
、

宿
所
に

出
頭
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す
る
よ
う
命
じ
て
い

る
。

上
恩
方
、

上
・

下
川
口

村
な
ど
一

五
か
村
か
ら
な
る
三

九
区
で

は
、

右
触
達
を
う
け
て

九
月
五
日
と
七
日

付
で

地
券
掛
附

属
永
嶋
亀
一

郎
の

廻
村
が
達
せ
ら
れ
（
前
掲

尾
崎
知
三

家
文
書
お
よ
び
草
木
兵
治
家
文
書
）、「
書
上
帳
」
未
提
出
の

村
に
、

「
本
紙
或
は
下
調
帳
共
引
合

す
べ

き
検
地
帳
の

類
、

割
付
等
の

書
類
」
持
参
の

上
出
頭
が
命
じ
ら
れ
て
い

る
。

永
嶋
は
、

同
月
十
二

日
二

ノ

宮
を
出
立
し
て
、

昼
、

伊
奈
村
に
い

た
り
、

こ

こ

に
三

九
区
諸
村
役
人
に
、

諸
書
類
・

印
形
持
参
集
合
を
命
じ
、

種
々

「
談
判
」
を
行
っ

た
。

こ

う
し
た
督
促
に

も
か
か
わ
ら
ず
、

三

九
区
で

は
、

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
二

月
二

十
四
日

現
在
、

引
田
村
上
知
分
、

上
・

下
川
口

村
、

上
恩

方
村
の

四
か
村
が
ま
だ
「
地
券
一

筆
地
価
書
上
帳
」
を
提
出
し
て
お
ら
ず
、

「
甚
等
閑
の

至
に

て

不
都
合
に

付
、

至
急
差
出
候
様
」
と
の

催
促
を
う

け
て
い

る
有
様
で

あ
っ

た
。

都
筑
郡
片
平
村
で
は
、

五

年
八
月
に
、

戸
長
が
小
前
惣
代
を
集
め
、

こ

の

村
の

「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳
」
作
成
に

は
、

検
地
帳
の

代
わ
り
に

「
天
保
度
一

筆
限
帳
」
を
用
い

る
こ

と
を
定
め
、

異
議
な
い

よ
う「
請
書
」（
川
崎
市
多
摩
区
片
平
「
田
畑
直
段
付
請
書
」
安
藤
資
次
家
文
書
）
を
と
り
、

作
業
に

と
り
か
か
っ

た
。

「
請
書
」
の

全
文
は
次
の

通
り
で

あ
っ

た
。

差
出
申
一

札
之
事

御
一

新
ニ

付
、

今
般
国
中
一

般
地
所
ニ

関
係
い

た
し
候
分
、

一

筆
限
地
代
取
調
可
差
出
旨
、

御
触
達
并
ニ

地
券
御
渡
ニ

相
成
候
ニ

付
而
は
、

右
地
所
江
突
合
へ

く
、

検
地
帳
・

名
寄
帳
取
揃
、

是
又
可
差
出
旨
御
触
達
之
趣
、

一

同
承
知
奉
畏
候
、

然
ル

処
、

当
村
之
儀
ハ

往
古
ゟ
検
地
帳
・

名
寄
帳
無
御
座
候
ニ

付
、

天
保
度
御
書
上

ニ

相
成
候
地
所
一

筆
限
取
調
帳
を
以
、

此
度
御
取
調
可
被
下
候
、

右
ニ

付
従
来
持
高
入
狂
ひ
候
共
、

今
般
改
正
之
儀
ニ

付
一

言
之
義
申
間
敷
候
、

右
天
保
度
帳
面
を

以
御
認
御
書
上
可
被
下
候
、

為
後
日

小
前
惣
代
連
印
、

如
件

明
治
五
壬
申
年
八
月

武
州
都
筑
郡
片
平
村小

前
惣
代
（
以
下
人
名
略
）

御
役
人
中
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ま
た
、

橘
樹
郡
末
長
村
で

は
、

五

年
八
月
、

一

応
「
書
上
帳
」
を
作
成
し
た
が
、

廻
村
の

添
田
地
券
取
調
掛
附
属
か
ら
、

書
上
げ
の

反
別
・

地
代
金

額
が
過
少
だ
と
し
て

再
三

の

説
諭
を
う
け
た
（
前
掲

中
山
清
家
文
書
）。

以
書
付
申
上
候

今
般
地
券
為
御
取
調
御
巡
廻
被
成
、

兼
而
御
布
告
之
通
田
畑
・

山
林
・

小
物
成
場
等
総
而
生
地
之
分
一

筆
限
実
地
取
調
、

当
今
適
当
直
段
地
代
金
積
立
、

可
書
上
は

勿
論
之
義
ニ

候
処
、

持
主
・

小
前
之
内
中
ニ

は
心
得
違
い

た
し
、

見
面
減
歩
ニ

申
来
し
、

又
は
小
作
米
金
等
減
少
ニ

申
出
、

自
然
作
徳
ニ

走
リ
方
ニ

為
差
響
、

兎
角

今
高
相
劣
り
を
是
と
し
、

如
何
之
懸
疑
を
見
越
し
居
候
者
も
可
有
之
哉
、

左
候
而
は
御
旨
趣
ニ

悖
リ
候
而
已
な
ら
す
、

後
日

再
応
券
証
御
書
替
相
願
候
節
は
、

眼
前

ニ

不
都
合
之
義
ニ

付
、

精
〻

正
路
ニ

調
方
可
致
旨
、

厚
御
説
諭
之
赴
承
知
仕
、

小
前
持
主
之
者
共
へ

篤
と
申
聞
、

夫
〻

取
調
書
上
候
処
、

隣
村
〻

江
見
平
均
候
而
は

格
段
金
高
相
劣
り
、

不
相
当
之
義
と
尚
再
三

御
説
得
御
座
候
得
共
、

元
来
当
村
之
義
ハ

悉
薄
地
ニ

而
、

外
村
〻

之
振
合
ニ

比
較
候
而
は
実
以
地
味
相
劣
、

全
当
時
流

用
質
地
之
直
段
ニ

引
付
、

精
算
調
方
お
よ
ひ
書
上
候
義
ニ

而
、

此
上
何
様
御
検
査
有
之
候
と
も
、

右
之
外
金
高
可
進
様
無
之
候
間
、

此
段
以
書
付
申
上
候

明
治
五
年
壬
申
九
月

武
蔵
国
橘
樹
郡
末
長
村

戸
長

　

中

山

重
兵
衛

副
長

　
渋

谷

定
右
衛
門

副
長

　

渋

谷

武

七

小
前
惣
代
　
川

野

市
三

郎

神
奈
川
県

地
券
取
調
掛
御
出
役

添
田
七
郎
右
衛
門
殿

こ

れ
に
よ
れ
ば
、

巡
回
地
券
掛
は
、

末
長
村
の

書
上
げ
た
地
代
金
額
に

満
足
せ
ず
、

そ
の

引
上
げ
を
求
め
、

村
で

は
、

当
今
の

質
地
直
段
を
基
準

と
し
た
地
味
相
応
額
だ
と
し
て
、

こ

れ
に

反
発
し
た
。

一

応
「
書
上
帳
」
を
作
成
し
た
村
で

も
、

こ

の

よ
う
な
問
題
が
生
じ
て
い

る
こ

と
は
、

地
代

金
の

決
定
が
容
易
で

な
い

こ

と
を
示
す
も
の

で

あ
っ

た
。
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「
高
反
別
其
外
取
調

書
上

帳
」
の

作
成

こ

の

た
め
、

県
は
十
月
に
い

た
っ

て
、

「
反
別
高
貢
米
小
作
明
細
書
取
調
ノ

事
、

反
別
高
貢
米
作
徳
等
取
調
ノ

事
」（『
神
奈

川
県
布
達
全
書
目
録
』
明
治
元
年
－
十
年

神
奈
川
県
立
文
化
資
料
館
蔵
）
を
布
達
し
、

各
村
に
、

「
高
反
別
其
外
取
調
書
上
帳
」

の

木
版
雛
形
を
配
布
し
て
、

そ
の

調
査
作
成
を
命
じ
た
。

こ

れ
は
、

一

村
の

田
畑
そ
の

他
各
地
目
ご
と
に
（
一

筆
限
調
査
で

は
な
い

）、
川
欠
等
を
除
い

た
現
反
別
を
書
き
上
げ
、

そ
れ
の

貢
米
（
正
租
・

本
途
米
）
・

作
徳
米
（「
小
作
取
立
米
之
内

貢
米
江
相
掛
り
候
口

米
・

延
米
・

拵
賃
米
・

海
陸
運
賃
米
其
外
諸
般
高
掛
り
村
入
費
等
迄
総
而
代

米
ニ

而
引
去
り
地
主
全
作
徳
米
之
分
」）
・

作
徳
永
を
調
べ

よ
う
と
す
る

も
の

で

あ
っ

た
。

こ

の

と
き
県
は
、

実
際
の

売
買
質
入
価
に

も
と
づ

い

て

地
代
金
（
地
価
）
を
定
め

る

の

は
困
難
で

あ
り
、

地
代
金
決
定
の

基
礎
と
し
て
、

地
主
の

作
徳
額
を
把
握
す
る
必
要
が

あ
る
と
判
断
し
た
の

で

あ
ろ
う
。

こ

の

「
高
反
別
其
外
取
調
書
上
帳
」
が
村
か
ら
提
出
さ
れ
た
の

は
、

地
区
に

よ
り
異

な
り
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
十
月
な
い

し
は
六
年
九
月
の

よ
う
で

あ
る
。

こ

の

と
き

の

調
査
結
果
の
一

端
を
表
一

－

五
三

に

掲
げ
る
。

同
じ
中
田
で

も
、

村
に

よ
っ

て

当
然

土
地
条
件
（
肥
沃
度
な
ど

）
は
異
な
る
が
、

こ

れ

と
関
係
な
く
貢
租
諸
掛
り
に

厚
薄
が

あ
る
た
め
、

水
田
で
は
、

小
作
料
の

高
い

地
で
か
え
っ

て

地
主
作
徳
が
少
な
く
、

小
作

料
の

低
い

地
で
、

地
主
作
徳
が
多
い

と
い

う
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。

す
な
わ
ち
、

小
作
料
高
は
、

土
地
の

生
産
力
に
よ
っ

て
で
は
な
く
、

貢
租
の

多
少
に

よ
っ

て

規
定
さ

れ
て
い

る
よ
う
で

あ
る
。

畑
で

は
、

小
作
金
額
・

貢
租
諸
掛
り
そ
れ
ぞ
れ
が
無
関
係
に

「高反別其外取調書上帳」（部分） 吉浜俊彦氏蔵
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高
下
し
、

一

定
の

傾
向
は
認
め
ら
れ
な
い
。

地

代

金

の

算

定

つ

い

で
、

こ

の

調
査
を
基
に

し
て
、

各
村
で

地
代
金
の

算
定
が
行
わ
れ
た
。

県
は
、

こ

の

算
定
法
を
、

「
触
達
」
な
ど
で

明
示
せ
ず
、

地
券
掛
附
属
を
通
し
、

指
示
し
た
。

こ

の

算
定
法
は
、

当
時
の

土
地
売
買
の

際
の

地
価

の

定
め
方
に

よ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
は
一

八
七
三
（
明
治

六
）
年
四
月
、

大
蔵
省
に
よ
る
地
方
官
会
同
へ

提
出
す
る
た
め

に

県
が
作
成
し

た
資
料（「
地
方
之
儀
ニ

付
申
上
候
書
付
」）に
、

次

の

よ
う
に

示
さ

れ
て
い

る
（
水
田
に
つ

い

て
の

み
掲
出
　
大
蔵
省

蔵

松
方
文
書
）。

在
〻

田
畑
売
買
は
土
地
之
肥
瘠
并
売
手
・

買

手
之
存
意
・

見
込
ニ

而
、

一

村
内
ニ

も
悉
異
同
有
之
、

何
分
ニ

も
難
差
定
義
ニ

候
得
共
、

管
内
一

般
相
糺
、

上
中
下
押
平
均
凡
之
目
的
取
調
候
処
、

左
之
通

一

　
田
高
壱
石

　
石
盛
十

此
反
別
壱
反
歩

此
貢
米
四
斗

外
米
壱
升
壱
合
四
勺

　
口

米

小
以
米
四
斗
壱
升
壱
合
四
勺
　
貢
租

表1－53　神奈川県諸村「作徳米永取調書上」の結果（明治5－6年）

注　（　）内は，小作米金中に占める比率
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此
斗
立
四
斗
三

升
四
合
九
勺

永
六
百
弐
拾
五
文
　
高
壱
石
ニ

付
金
弐
分
弐
朱
之
積
高
掛
入
費

此
米
壱
斗
八
升
七
合
五
勺

　
但
金
壱
両
ニ

付

凡
米
三

斗
替

合
米
六
斗
弐
升
弐
合
四
勺

見
面
壱
反
弐
畝
歩

　
但
弐
割
縄
延
之
積

此
小
作
米
壱
石
壱
斗
四
升

　
但
壱
反
ニ

付

九
斗
五
升
積

残
米
五
斗
壱
升
七
合
六
勺
　
作
徳
利
益

此
代
金
壱
円
七
百
弐
拾
五
文
三

分
　
但
金
壱
両
ニ

付

凡
三

斗
替

右
代
金
江
十
倍
増

原
価
拾
七
円
永
弐
百
五
拾
三

文

但
原
価
ニ

割
合
利
益
壱
割
ニ

当
ル

（
た
だ
し
、

右
の

算
定
法
は
、

大
蔵
省
の

「
地
所
売
買
之
節
原
価
ニ

割
合
、

一

ケ
年
之
利
益
何
朱
ト

定
メ
、

売
買
い

た
し
候
哉
、

実
際
之
模
様
取
調
之
事
」
と
い

う

質
問
に

答
え
た
も
の

で
、

こ

の

解
答
を
し
た
一

八
七
三

年
四
月
の

時
点
で
、

県
下
で
は
、

す
で
に

地
代
金
の

算
定
が
始
め
ら
れ
て
い

た
。

し
た
が
っ

て
、

右
に

は
、

当
然
県
が
村
々

に

指
示
し
た
地
代
金
算
定
法
が
逆
に
反
映
し
て
い

る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

）

さ
て
、

県
が
指
示
し
た
地
代
金
算
定
法
は
、

完
全
に

画
一

的
な
も
の

で
は
な
か
っ

た
よ
う
で

あ

る
。

そ
れ
は
、

「
在
々

田
畑
売
買
は
…
…
一

村
内

ニ

も
悉
異
同
有
之
何
分
ニ

も
難
差
定
」
い

現
状
の

反
映
と
み
る
こ

と
が
で

き
る
。

神
奈
川
県
は
、

前
述
の

よ
う
に
、

「
高
反
別
其
外
書
上
帳
」
に
よ
り
、

小
作
料
か
ら
地
主
作
徳
高
を
調
査
し
た
の

で
、

一

般
に

は
、

こ

の

作
徳
高
を

一

〇
倍
し
て

地
代
金
を
求
め
る
方
式
を
と
っ

た
。

こ

れ
は
、

橘
樹
郡
梶
ケ
谷
村
（
明
治
五
年
十
月
「
田
畑
貢
米
永
并
諸
入
用
永
作
徳
取
調
帳
」
筑
波
大
学
蔵
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川
崎
市
高
津
区

田
村
義
員
家
文
書
）、
愛
甲
郡
棚
沢
村
（
明
治
五
年
十
月
「
地
券
御
渡
ニ

付
田
畑
字
付
直
段
書
上
仕
出
帳
」
厚
木
市
棚
沢

関
原
徳
三

家
文
書
）
の

事
例
か
ら
、

う
か
が
う
こ

と
が
で

き
る
。

こ

の

方
式
は
、

単
純
で
、

短
時
日
の

う
ち
に

地
代
金
算
定
が
可
能
で
、

か
つ
、

右
に

掲
げ
た
実
際
売
買
の

際
の

地
代
金
の

決
め
方
と
合
致
し
て
い

る
。

し
か
し
、

表
一

－
五
三
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

現
実
の

貢
租
は
、

村
内
同
一

地
位
の

耕
地
で

も
、

所
領
の

違
い
・

村
入
用
・

諸
掛
り
の

多
少
で

軽
重
が
あ
り
、

し
た
が
っ

て
、

こ

の

算
定
方
式
に

よ
れ
ば
、

同
一

村
内
の

同
一

地
位
の

耕
地
で

も
、

地
代
金
に

差
違
が
生
じ
る
こ

と
に
な
る
。

こ

れ
に

対
し
、

さ
ら
に

異
な
っ

た
地
代
金
算
定
法
（「
地
券
ニ

付
地
代
金
積
出
算
法

」
前
掲
関
原
家
文
書

）
が
、

県
か
ら
村
に

提
示
さ
れ
て
い

る
。

愛
甲

郡
棚
沢
村
に

そ
の

例
を
み
る
が
、

同
村
で
、

実
際
の

地
代
金
算
定
に

際
し
、

い

ず
れ
の

算
定
法
を
採
用
し
た
か
は
明
ら
か
で

な
い
。

こ

の

「
地
券
ニ

付
地
代
金
積
出
算
法
」
は
次
の

よ
う
な
も
の

で

あ
る
。

一

　
上
田
壱
反

　
此
小
作
米
壱
石
弐
斗
但
シ
、

両
ニ

弐
斗

五
升
見
込

代
金
拾
弐
円
　
内
米
四
斗
壱
升
五
合
七
才
　
村
費

（
六
六
二

文
八
分
カ

）

此
代
永
壱
〆

六
百
六
十
文
三

分

但
六
ケ
年
平
均
ニ

し
て
壱
ケ
年
分

永
壱
〆

三

百
八
十
三

文
五
分

残
米
七
斗
八
升
四
合
九
勺
三

才

此
代
永
三
〆

百
三

十
九
文
七
分
弐
厘

是
ヲ

十
倍
ニ

し
て

合
三

十
壱
両
ト

永
三

百
九
十
七
文

是
ヲ
五
公
五
民
ニ

し
て
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合
十
五
両
ト

永
六
百
九
十
八
文
六
分

内
金
三

両
ト

永
百
三

十
九
文
七
分
二

厘

右
利
弐
割
引

引
残
而
金
拾
弐
両
ト

永
五
百
六
十
文
七
分

是
ヲ

以
代
金
定

一

　
中
田
壱
反
　
此
小
作
米
壱
石

代
金
拾
円

　
内
米
三

斗
四
升
五
合
八
勺
七
才
　
村
費

此
代
永
壱
〆

三

百
八
十
三

文
五
分
　
六
ケ
年
平
均

残
米
六
斗
五
升
四
合
壱
勺
三

才

代
金
弐
両
ト

永
六
百
十
六
文
五
分
弐
厘

是
ヲ

拾
倍
ニ

し
て

金
弐
拾
六
両
ト

永
百
六
十
五
文
二

分

二
ツ

割

金
十
三

両
ト

永
八
十
二

文
六
分

内
金
弐
両
ト

永
六
百
十
六
文
五
分
　
右
利
二

割
引

引
〆

金
拾
両
ト
永
四
百
六
十
壱
文

代
金
ニ

出
ス

一

　
下
田
壱
反
　
此
小
作
米
九
斗

但
シ
、

両
ニ

弐
斗
五
升

見
込
相
場

代
金
八
両

　
代
永
三

貫
六
百
文
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是
ハ

水
か
ぶ
り

内
永
壱
〆

百
六
文
八
分

六
ケ
年
平
均
壱

ケ
年
村
費

其
外
荒
事
度
々

　
引
残
而
永
弐
貫
四
百
九
十
三

文
二

分

有
之
見
込
直
引

　
是
ヲ

拾
倍
ニ

し
て

致

金
廿
四
両
ト

永
九
百
三

十
弐
文

二

ツ

割
ニ

し
て

金
十
二

両
ト

永
四
百
六
十
六
文

内
金
弐
両
ト

永
四
百
九
十
三

文
一

分

右
利
二

割
引

引
〆

金
九
両
ト

永
九
百
七
十
弐
文
九
分

代
金
成

こ

の

算
定
法
は
、

二

つ

の

特
徴
を
も
っ

て
い

る
。

一

は
、

「
高
反
別
其
外
書
上
帳
」
調
査
で

明
ら
か
に

し
た
地
位
別
の

小
作
料
額
だ
け
に

依
拠
し
、

貢
租
率
は
、

村
内
一

率
五

公
五

民
と
し
て
、

地
代
金
を
算
出
す
る
点
で

あ
る
。

二

は
、

小
作

米
か

ら

村
費
・

貢
租
を
控
除
し
て

得
た
地
主
作
徳
か

ら
、

さ
ら
に

「
右
利
二

割
引
」
を
し
た
額
を
一

〇
倍
し
て
い

る

点
で

あ
る
。

「
右
利
二

割
引
」
と
は
、

先
に

掲
げ
た
実
際
売
買
の

地
価
算
出
に

お
い

て
、

検
地
帳
記
載
反
別
に

は
、

二

割
の

縄
延
び
が
あ
り
、

そ
の

分
だ
け
地
主
作
徳
が
多
い

と
し
て

い

る
こ

と
か
ら
理
解
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、

こ

の

算
出
法
は
、

縄
延
び
の

あ
る
公
称
反
別
一

反
歩
の

地
代
金
で

は
な
く
、

現
実
に
一

反
歩
の

地
の

地
代
金
を
求
め
よ
う
と
し
て
い

る
の

で

あ
る
。

い

い

か
え
れ
ば
、

こ

の

算
出
法
で
は
、

現
実
の

小
作
料
額
と
村
費
を
基
礎
に

し
、

貢
租
額
は
一

率
に
五
公
五

民
と
し
、

二

割
の

縄
延
び
を
前
提
に

し
て

地

代
金
を
算
出
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
、

貢
租
の

均
等
化
と
縄
延
び
の

是
正
と
が
な
さ
れ
た
上
で
の

地
代
金
額
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
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こ

の

よ
う
な
操
作
を
す
れ
ば
、

地
代
金
の

算
出
作
業
は
さ
ら
に

簡
易
に

な
る

だ

け
で
な
く
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
九
月
、

租
税
頭
陸
奥
宗
光

が
各
府
県
に

内
達
し
た
「
地
価
取
調
規
則
」
案
が
、

太
政
官
の

裁
可
を
得
て

実
施
に

移
さ
れ
た
と
き
、

神
奈
川
県
で
は
、

同
規
則
に

も
と
づ

く
地
価

決
定
を
容
易
に
な
し
う
る
こ

と
に

な
る
。

す
な
わ
ち
、

同
規
則
「
沽
券
税
法
」
に
お
け
る
「
耕
地
ノ

利
益
ノ

全
料
」
か
ら
の

「
土
地
ノ

真
価
」
は
、

神
奈
川
県
で

は
、

壬
申
地
券
時
に

調
べ

た
地
代
金
を
、

た
だ
二

倍
す
る
だ
け
で
（
五
公
五

民
と
し
た
の

で

）、
得
る
こ

と
が
で

き
る
。

以
上
を
理
解
す
る
上
で
の

参
考
と
し
て
、

「
地
価
取
調
規
則
」
案
一

二

条
の

う
ち
第
五

例
の

地
価
算
出
法
を
次
に

掲
げ
て
お
こ

う
。

一

　
高
拾
石

　
此
反
別
一

町
歩

此
貢
米
六
石
　
此
代
金
二

十
一

円

四
公
六
民
ノ

法
ニ

シ

テ

一

　
作
徳
米
九
石
　
此
代
金
三

十
一

円
五
十
銭

二

口

合
金
五
十
二

円
五
十
銭

内
十
円
五
十
銭
　
諸
費
二

割
引

種
子
糞
料
其
他
必
用
ノ

入
費

残
金
四
十
二

円

是
レ

ヲ

十
倍
シ

元
価
ト
ス

原
価
四
百
二

十
円

（
こ

の

例
で
、

神
奈
川
県
が
壬
申
地
券
で

調
べ

た
地
代
金
は
、

作
徳
米
部
分
だ
け
か
ら
の

算
出
地
価
に

あ
た
り
、

こ

れ
に

貢
米
部
分
か
ら
の

算
出
地
価
－
五
公
五

民

な
ら
ば
、

作
徳
米
か
ら
の

地
価
と
同
価
で
あ
る
－
を
加
え
れ
ば
、

右
例
の

「
原
価
」
が
得
ら
れ
る
の

で

あ
る
。

こ

こ

に

お
け
る
作
徳
米
代
金
か
ら
二

割
を
控
除
し
て

一

〇
倍
す
る
方
式
が
、

「
二

割
引
」
の

意
味
づ

け
は
異
な

る

が
－「
地
価
取
調
規
則
」
案
の

「
種
子
糞
料
其
他
必
用
ノ

入
費
」
と
い

う
説
明
は
不
合
理
で
あ
る
－
結
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果
に
お
い

て

両
者
と
も
合
致
し
て
い

る
こ

と
は
、

偶
然
で

は
な
い

よ
う
に

思
わ
れ
る
。

）

お
そ

ら
く
、

神
奈
川
県
は
、

「
地
価
取
調
規
則
」
案
の

公
布
を
予
期
し
て
、

地
代
金
算
出
法
を
考
案
し
た
の

で

あ
ろ
う
。

し
か
し
、

多
く
の

村
で

な
お
右
の

地
代
金
算
定
作
業
が
な
さ
れ

て

い

る
と
き
に
、

「
地
価
取
調
規
則
」
案
と
は
内
容
が
一

変
し
た
地
租
改
正
法
の

公
布
を
み
、

そ
の

作
業
は
中
絶
し
、

こ

れ
に

携
わ
っ

た
農
民
の

労
苦
は
徒
労
に

帰
し
た
の

で
あ
る
。

地
券
の

交
付

地
租
改
正
法
公
布
以
前
に
、

地
代
金
決
定
も
終
わ
っ

て
い

た
地
区
で
は
、

地
券
（
壬
申
地
券
）
の

交
付
が
は
じ
め
ら
れ
て
い

た
。

一

八
七
三（
明
治
六
）年
一

月
と
推
定
さ
れ
る
大
蔵
省
租
税
寮
改
正
局
「
地
券
渡
済
期
限
表
」（
早
稲
田
大
学
蔵

大
隈
文
書A

二

〇
五
七

）

は
、

神
奈
川
県
は
「
不
日

」
と
記
し
、

遠
か
ら
ず
渡
し
済
み
と
予
想
し
て
い

た
。

し
か
し
、

同
年
四
月
の

県
参
事
高
木
久
成
の

井
上
大
蔵
大
輔
あ
て

上
申
（
前
掲
大
蔵
省
文
庫

松
方
文
書
）
で
は
、

地
券
交
付
済
み
は
、

管
下
八
九
五
か
村
中
三

五
五
か
村
、

約
四
〇
㌫
に

止
ま
っ

て
い

た
こ

と
が
わ
か

る
。

こ

の

よ
う
な
最
終
段
階
に
い

た
っ

て
、

地
券
交
付
・

改
租
事
業
は
、

ふ
た
た
び
最
初
か
ら
や
り
直
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ

た
の

で

あ
る
。

地

引

絵

図

の

調

製

管
下
の

諸
村
で
、

地
券
交
付
が
進
め
ら
れ
て
い

た
一

八
七
三（
明
治
六

）
年
五

月
、

県
は
、

交
付
状
況
点
検
の

た
め
、

各
村
へ

「
隠

田
及
ヒ

無
税
地
・

潰
地
等
調
査
官
員
巡
廻
ニ

付
書
類
差
出
方
」
を
命
じ
、

一

村
全
地
を
色
分
け
記
載
し
た
地
引
絵
図
の

作
成
を
行

わ
せ
た
。

地
券
交
付
後
の

官
員
検
査
の

便
宜
の

た
め
の

も
の

で
、

後
述
足
柄
県
の

ば
あ
い

も
同
様
で

あ
る
。

一

八
七
三

年
十
月
、

県
が
各
区
長
へ

行

っ

た
「
触
達
」
に

よ
る
と
、

そ
れ
は
次
の

よ
う
に

説
明
さ
れ
て

い

る
（
第
一

一

大
区
一

一

小
区
長
が
郷
会
所
で
の

区
長
集
会
に

際
し
て

達
し
を
う
け
た
折
写

し
て
き
た
も
の

で

多
摩
郡
蔵
敷
村
内
野
家
文
書
「
地
租
改
正
掛
筆
誌
」
の

最
初
に
収
め
ら
れ
て
い

る

）。

地
引
絵
図
ハ

一

村
中
ノ

地
所
無
遺
漏
、

重
復
ナ
ク
、

区
画
部
分
一

目
瞭
然
、

検
閲
ニ

便
ナ
ル

ヲ

以
テ

要
ト
ス
、

故
ニ

旧
帳
簿
ニ

不
関
現
地
ノ

景
状
ヲ

摸
写
シ
、

色
ヲ

以
テ

景
ヲ

分
チ
、

字
番
号
ヲ

以
テ
地
順
ヲ

示
シ
、

所
有
ノ

名
ヲ

記
入
シ
、

区
画
部
曲
ヲ

明
ニ

ス
、

其
歩
数
ノ

如
キ
ハ

、

図
中
記
載
ニ

及
ハ

ス
、

是
ヲ

製
ス

ル

外
、

囲

内
地
悉
ク
分
間
坪
詰
ニ

ス

ル

ニ

ア

ラ
サ
レ

ハ

正
図
ヲ

不
得
ト

雖
モ
、

素
ヨ

リ
地
画
ノ

順
序
ヲ

検
ス

ル

マ

デ
ノ

供
用
ナ
レ

ハ

、

略
図
テ
テ

可
也
、

然
レ

ト
モ

一

村
全
形
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ヲ

得
ス

ン

ハ

内
地
ノ

部
曲
位
置
ス

ル

能
ハ

ス
、

故
ニ

先
ツ

周
囲
方
法
分
間
シ

テ
、

外
郭
ヲ

定
メ
、

次
ニ

道
路
川
渠
等
縦
横
条
達
ス

ル

モ

ノ
、

池
沼
・

山
岳
ノ

類
標
拠

ト
ス

ベ

キ
モ

ノ

屈
曲
間
数
ヲ
量
リ
、

位
置
ヲ

求
メ
、

而
シ

テ

其
間
ノ

各
地
ハ

見
取
ヲ
以
テ
模
写
セ

ハ

、

容
易
ニ

図
成
ラ
ン

歟
、

云
爾
、

明
治
六
年
第
十
月

郷
会
所
ニ

テ
各
区
長
写
ス

す
な
わ
ち
、

こ

の

と
き
の

地
引
絵
図
は
、

一

筆
ご
と
の

丈
量
を
必
要
と
せ
ず
略
図
で
よ
い

と
さ
れ
て
い

る
。

し
か
し
、

こ

の

作
業
は
容
易
に

進
捗

せ
ず
、

県
地
券
課
は
、

十
一

月
五
日
、

橘
樹
・

都
筑
・

多
摩
郡
の

第
三

－
一

三

区
の

正
副
区
長
に

対
し
、

十
一

月
十
日

迄
の

提
出
を
再
度
督
促
し
て

い

る
。

し
か
し
、

こ

の

作
業
は
、

お
そ
ら
く
こ

の

ま
ま
停
滞
し
、

後
に
、

県
下
で

地
租
改
正
実
施
が
緒
に

つ

く
、

一

八
七
四
（
明
治
七

）
年
七
月
六

日
に
い

た
っ

て
、

県
は
、

地
租
改
正
事
業
の

た
め
の

地
引
絵
図
編
製
を
、

改
め
て

命
じ
た
の

で

あ
る
（
後
述
）。

二

　
足
柄
県
で
の

地
券
交
付

地

券

交

付

の

着

手

足
柄
県
相
模
国
管
下
で
の

地
券
交
付
事
業
は
、

神
奈
川
県
よ

り
遅
れ
、

明
治
五

年
（
一

八
七
二

）
九
月
初
め
、

地
所
永
代
売
買
許

可
と
そ
れ
に
と
も
な
う
売
買
・

譲
渡
地
へ

の

地
券
交
付
布
達
か
ら
始
ま
っ

た
。

こ

の

と
き
、

中
央
政
府
で
は
、

す
で
に
一

般
の

地

へ

の

地
券
交
付
を
達
し
て
い

た
に

も
か
か
わ

ら

ず
、

足
柄
県
（
小
田
原
本
庁
）
が
、

足
柄
上
・

足
柄
下
・

淘
綾
・

大
住
・

愛
甲
・

津
久
井
各
郡
あ
て

に
達
し
た
の

は
、

五
年
二

月
大
蔵
省
達
の

「
地
券
渡
方
規
則
」
で

あ
っ

た
。

し
か
も
、

こ

の

規
則
そ
の

も
の

で
は
な
く
、

そ
の

う
ち
の

数
か
条
は
省

か
れ
、

さ
ら
に

「
検
地
帳
・

名
寄
帳
等
総
而
地
所
ニ

懸
リ
候
書
類
は
可
差
出
事
」
と
い

う
一

条
が
加
え
ら
れ
て
い

た
。

こ

の

全
九
か
条
か

ら

な

る

「
規
則
」
を
、

足
柄
県
は
、

相
模
六
郡
あ
て
に
、

「
右
の

通
相
心
得
、

来
ル

□
日

迄
ニ

地
券
渡
方
願
出
べ

く
候
、

廻
状
村
下
受
印
の

上
、

至

急

順

達
、

留
よ
り
相
返
す
べ

き
も
の

也
」
と
し
て

順
達
し
た
の

で

あ
る
（
表
題
欠
綴

厚
木
市
温
水

山
口

忠
一

家
文
書
）。
そ
し
て
、

同
時
に
、

前
述
神
奈
川
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県
地
券
「
心
得
書
」（
明
治
五
年
七
月
公
布

）
を
も
、

「
右
の

通
、

神
奈
川
県
に

お
い

て

公
許
を
経
、

管
内
布
達
に

及
び
候
儀
に
て

御
趣
意
は
全
国
一

般

の

儀
に

付
心
得
と
し
て

相
達
候
条
、

篤
と
披
見
の

上
、

写
置
、

刻
付
を
も
っ

て

早
々

順
達
、

留
村
よ
り
相
返
べ

き
も
の

也

」
と
し
て

順
達
し
た
。

前

者
の

順
達
で
、

村
方
か
ら
の

地
券
交
付
出
願
期
限
を
、

空
欄
に

し
て

い

る
こ

と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、

県
は
、

こ

の

時
点
で
、

ま
だ
地
券
交
付
の

事
業
計
画
を
立
て
て
い

な
か
っ

た
。

し
か
し
、

県
は
当
面
、

五
郡
村
々

に

対
し
、

九
月
十
日

ま
で

に

田
畑
売
買
直
段
の

調
査
を
命
じ
て
い

る
。

こ

れ
は
、

次
に

掲
げ
る
よ
う
に
、

簡
単

な
も
の

で

あ
っ

た
。

何
国
何
郡
　
何
村

一

　
上

田
　
壱
反
ニ

付
　
金
何
両
何
分
　
字
何

一

　
中

　
同

　
同

一

　
下

田
　
同

　
同

一

　

下
〻

田
　
同

　
同

一

　
見
付
田
　
同

　
同

一

　
上

畑
　
壱
反
ニ

付
　
金
何
両

　

字
何

一

　
中

畑
　
同

　
同

一

　
下

畑
　
同

　
同

一

　
下
〻

畑
　
同

　
同

一

　
見
附
畑
　
同

　
同

一

　
屋

敷
　
同

　
同
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右
之
外
田
畑
名
目
コ

レ

ア

ラ
ハ

、

位
限
同
様
可
認
事

一

　
前
同
断

　
何
字

一

　
前
同
断

右
之
通
字
モ

可
認
事
、

字
限
幾
廉
ニ

而
も

右
は
当
村
田
畑
売
買
直
段
取
調
候
処
、

書
面
之
通
相
違
無
御
座
候
　
以
上

（
明
治
五

年
）

壬
申
八
月

何
村

名

主

組

頭

足
柄
県
御
庁

百

姓

戸

長

別
紙
之
通
売
買
直
段
取
調
、

来
ル

十
日
中
迄
無
相
違
可
差
出
、

廻
状
村
下
受
印
之
上
、

至
急
順
達
可
有
之
候
也

壬
申
九
月
　
日

足
柄
県
庁

足
柄
上
郡

同

下
郡

淘

綾

郡

大

住

郡

愛

甲

郡

津
久
井
郡

こ

れ
に
よ
っ

て
、

県
は
、

地
券
に

記
載
す
る
地
代
金
の

お
お
よ
そ
の

実
態
把
握
を
試
み
た
の

で

あ
ろ
う
。

こ

の

こ

と
は
、

前
述
の

よ
う
な
順
達
を

し
た
に

す
ぎ
な
い

に

も
か
か
わ
ら
ず
、

す
で
に
、

県
は
、

す
べ

て
の

地
へ

の

地
券
交
付
を
考
え
て
い

た
こ

と
を
示
し
て
い

る
。
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地
券
調
べ

の

作
業
が
、

実
際
に

開
始
さ
れ
た
の

は
、

明
治
五

年
十
月
二

十
日
か
ら
で

あ
っ

た
。

こ

の

日
、

県
の

相
模
五
郡
地
券
担
当
官
が
次
の

よ
う
に

示
さ
れ
た
。

権
典
事
平
松
保
雄
　
大
属
吉
田
政
定
　
等
外
一

等
出
仕
渡
辺
栄
英
　
同
小
牧
克
房
　
等
外
二

等
出
仕
渡
辺

勝

ま
た
、

同
時
に
一

郡
か
ら
一

人
ず
つ

が
選
出
さ
れ
て

地
券
取
調
御
用
掛
（
等
外
二

等
出
仕
）
を
拝
命
し
（
明
治
五
年
十
一

月
「
地
券
并
戸
籍
控
帳
」
愛
川

町
田
代

大
矢
ゑ
ひ
家
文
書
）、
県
か
ら
の

示
諭
を
う
け
た
（
厚
木
市
温
水

山
口

忠
一

家
文
書
）。

そ
の

人
名
お
よ
び
示
諭
は
次
の

と
お

り
で

あ
る
。

大
住
郡
　
尾
尻
村
梅
原
脩
平
、

淘
綾
郡
　
生
沢
村
二

宮
貞
勝
、

足
柄
下
郡
　
池
上
村
宮
内
大
次
兵
衛
、

足
柄
上
郡
　
沼
田
村
安
藤
為
之
助
、

愛
甲
郡
　
山
際
村
中
丸

重
郎
平
、

津
久
井
郡
　
小
原
村
清
水
隼
之
助

地
券
調
　
御
用
掛
中
江

今
般
全
国
地
券
方
ヲ
公
布
ア
ル

ハ

、

人
民
地
禄
ニ

就
キ
、

所
有
ノ

権
ヲ

益
固
シ
、

随
テ

国
益
ノ

産
出
ス

ル

所
ハ

、

田
畑
ヲ

論
セ

ス

勝
手
ニ

耕
種
ス

ル

ヲ

得
セ

シ

メ
、

他
ヲ

尽
シ
、

耕
作
ヲ

勉
メ
シ

ム

ト
ノ

厚
キ
御
趣
意
ニ

有
之
候
処
、

万
一

心
得
違
ノ

者
ア
ラ
ハ

能
々

申
諭
シ
、

引
受
、

一

郡
限
リ
迅
速
ニ

調
上
リ
候
様
、

精
々

尽
力
勉

励
可
致
候
、

尤
全
国
地
券
方
定
リ
シ

後
ハ

、

従
前
ノ

租
法
ヲ

廃
シ
、

地
ノ

実
価
ヲ

以
テ
基
本
ト
ナ
シ
、

其
部
分
ヲ

政
府
江
納
メ
、

検
地
ノ

紳
縮
又
ハ

往
昔
ト

肥
瘠
ヲ

異
ニ

シ
、

其
他
種
々

錯
乱
不
公
平
ナ
ル

ヲ

斉
平
均
一

ニ

ス

ル

ノ

御
改
正
被
御
仰
出
哉
茂
難
計
、

此
義
ハ

各
心
得
迄
ニ

申
聞
置
候
、

猶
委
細
者
掛
リ
官
員
ト

可
打
合

事

壬
申
十
月

小
前
一

筆
限

帳
の

作

成

そ
し
て
、

こ

の

日
、

新
任
の

六
人
の

地
券
取
調
御
用
掛
に

対
し
、

早
速
、

地
券
調
方
の

新
た
な
方
針
が
示
さ
れ
（
後
述
）、

同
時
に

村
々

へ

は
、

前
述
の

「
地
券
渡
方
」
出
願
（
地
券
願
書
の

提
出
）
を
求
め
た
達
を
取
り
消
し
て
、

新
た
に

「
小
前
一

筆
限
帳
」
の

早

急
な
作
成
を
命
ず
る
廻
状
が
発
せ
ら
れ
た
。
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今
般
地
券
渡
方
ニ

付
、

別
紙
案
之
通
、

小
前
一

筆
限
帳
相
仕
立
可
差
出
、

尤
至
急
之
儀
ニ

付
、

廻
状
披
見
次
第
即
刻
取
調
、

大
村
ハ

格
別
、

小
村
之
分
ハ

取
調
出
来

次
第
、

来
ル

廿
五
日

迄
無
相
違
可
差
出
、

且
案
書
解
兼
候
廉
も
候
ハ

ゝ
、

左
之
者
ヘ

地
券
取
調
御
用
掛
申
付
有
之
候
条
、

最
寄
之
方
ヘ

及
尋
問
、

聊
遷
延
不
致
様
、

急
度
相
心
得
、

廻
状
刻
付
を
以
至
急
順
達
、

留
村
よ
り
可
相
返
も
の

也

壬
申
十
月
廿
日

足
柄
県
権
令
柏
木
忠
俊
㊞

村
〻

役
人

（
地
券
取
調
御
用
掛
人
名
略
）

追
而
先
般
相
達
候
地
券
願
書
ハ

、

今
般
差
出
ニ

不
及
候
条
、

取
消
ト

可
相
心
得
事

別
紙
「
小
前
一

筆
限
帳
」
雛
形
は
、

先
に

掲
げ
た
神
奈
川
県
「
田
畑
其
外
直
段
書
上
帳
」
の

そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
一

で

あ
る
。

足
柄
県
は
、

先
進
的

に

事
業
を
進
め
て
い

る
隣
接
神
奈
川
県
に

な
ら
い

つ

つ

作
業
遂
行
を
図
っ

た
の

で

あ
ろ
う
。

こ
の

廻
達
を
う
け
た
村
々

は
、

早
速
こ

れ
の

請
書
を
差
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。

今
般
前
書
地
券
御
調
御
布
達
之
趣
、

逸
〻

被
　
仰
渡
奉
承
知
候
、

依
而
は
御
調
中
諸
雑
費
其
外
人
足
御
入
用
等
多
分
可
有
之
趣
被
仰
聞
、

是
又
承
知
奉
畏
候
、

御
沙

汰
次
第
、

無
遅
滞
、

急
度
相
勤
、

御
差
支
不
相
成
候
様
可
仕
候
、

依
之
一

同
連
印
御
請
差
上
申
処
如
件

明
治
五
壬
申
年
十
月

（
村
五
人
組
別
の

人
名
略
）

御
役
人
中

（
明
治
五
年
十
月
「
地
券
御
達
請
印
帳
」
農
林
水
産
省
農
業
総
合
研
究
所
蔵
　
伊
勢
原
市
上
糟
屋
　
山
口

匡
一

家
文
書
）

す
な
わ
ち
、

前
も
っ

て
、

地
券
調
で

予
想
さ
れ
る
「
多
分

」
の

入
費
を
負
担
す
る
こ

と
を
も
承
諾
さ
せ
ら
れ
た
の

で

あ
る
。

さ
て
、

地
券
取
調
御

用
掛
は
、

任
命
の

日
に
、

県
係
官
か
ら
統
一

し
た
調
査
方
針
を
指
示
さ
れ
た
（
前
掲
山
口

忠
一

家
文
書
お
よ
び
同
大
矢
家
文
書
）。
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地

券

調

方

一

　
金
壱
両
ニ

付

　
米
三

斗
換

一

　
同

　
高
掛
米
直
段
同
断

一

　
徳
米
直
段

　
同
断
之
事

一

　
小
作
預
リ

　
米
一

割
減
之
事

一

　
貢
米

　
一

割
増
之
事

一

　
金
一

両
ニ

付

　

大
麦
壱
石

一

　
同

　
粟
九
斗

一

　
同

　
小
麦
四
斗

一

　
同

　
大
豆
四
斗
五
升

一

　
同

　
米
三

斗

一

　
作
徳
米

　
三

斗
　
地
代
金
　
拾
両
之
事

こ

れ
に

よ
れ
ば
、

「
小
前
一

筆
限
帳
」
記
載
小
作
米
額
は
実
際
の
一

割
減
、

記
載
貢
米
額
は
実
際
の
一

割
増
と
い

う
地
代
金
を
引
き
下
げ
る

操
作

が
な
さ
れ
、

ま
た
、

米
価
は
一

石
三

円
三
三

銭
余
に

統
一

さ
れ
、

地
代
金
は
、

神
奈
川
県
と
同
様
、

作
徳
米
を
こ

の

米
価
で

金
額
換
算
し
た
も
の

を

一

〇
倍
し
て

得
る
こ

と
と
さ
れ
た
。

こ

の

調
査
は
、

前
述
の

よ
う
に

小
村
は
五
日

間
で

の

速
成
が
要
求
さ
れ
た
が
、

こ

れ
が
不
可
能
な
こ

と
は
明
ら

か
で

あ
っ

た
。

よ
っ

て
、

例
え
ば
愛
甲
郡
二

二
、

二

四
、

二

五
区
の

村
々

は
、

十
一

月
九
日

付
で

「
地
券
取
調
猶
予
願
」
（
前
掲
山
口

匡
一

家
文
書
）

を
権
令
あ
て

に

提
出
し
、

提
出
の

日

限
の

延
期
を
表
一

－
五
四
の

よ
う
に

求
め
て
い

る
。

し
か
し
、

こ

れ
ら
の

町
村
を
含
め
管
下
の

大
部
分
の

村
々

で

は
、

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
に

入
っ

て

も
完
成
を
み
な
か
っ

た
（
後
述
）。

一

八
七
三

年
一

月
九
日
、

愛
甲
郡
地
券
取
調
御
用
掛
中
丸
重
郎
平
は
、

県
か
ら
の

指
示
を

う
け
て

管
下
の

第
三

大
区
小
一

区
副
区
長
に

対
し
、

さ
き
の

「
小
前
一

筆
限
帳
」
雛
形
の

補
正
お
よ
び
「
高
反
別
貢
米
永
并
作
徳
取
調
書
上
」
の

雛
形
を
指
示
し
た
（
前
掲
山
口

忠
一

家
文
書
）。

各
〻

様
益
御
安
康
被
成
御
座
、

喜
悦
奉
存
候
、

然
者
地
券
取
調
之
儀
ニ

付
、

美
濃
紙
江
二

行
ニ

相
認
メ
、

且
壱
人
分
区
別
之
処
ヘ

、

朱
書
ニ

而
小
以
寄
可
致
旨
御
沙

汰
ニ

付
、

此
段
雛
形
相
添
ヘ

、

外
取
調
方
書
体
且
一

郡
表
雛
形
都
合
三
口
、

以
廻
達
仕
候
間
、

早
〻

御
順
達
被
下
度
、

留
村
ゟ
私
方
迠
御
返
却
可
被
下
候
、

最
早
御

認
メ

相
成
候
御
村
方
ハ

認
替
ニ

不
及
、

草
〻

御
差
出
し
可
被
成
候
、

猶
又
申
兼
候
得
共
、

精
〻

御
尽
力
被
成
下
、

至
急
出
来
候
様
呉
〻

御
願
申
上
候
、

以
上
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一

月
九
日

中
丸
重
郎
平

第
三

大
区
小
一

区
副
区
長
御
中

こ

の

廻
達
に

添
え
ら
れ
た
雛
形
を
み
る
と
、

「
小
前
一

筆
限
帳
」
は
、

「
田
畑
山
林
一

筆
限
取
調
代
金
書
上
帳
」
と
改
め
ら
れ
て
い

る
。

ま
た
、

右

廻
達
に
い

う
「
一

郡
表
」
と
は
、

実
は
す
で
に

十
月
二

十
日
、

地
券
取
調
御
用
掛
に

対
し
、

そ
の

作
成
が
「
一

郡
表
江
可
記
載
田
畑
作
徳
調
之
事

」

と
命
じ
ら
れ
て
い

た
の

で

あ
る
が
、

こ

の

時
期
に
い

た
っ

て

は
じ
め
て
、

そ
の

た
め
に

村
々

が
調
べ

提
出
す
べ

き
書
き
上
げ
の

雛
形
が
示
さ
れ
た
。

「
高
反
別
貢
米
永
并
作
徳
取
調
書
上
雛
形
」
が
こ

れ
で

あ
る
。

「
一

郡
表
」
調
査
と
は
、

明
治
五
年
八
月
七
日
、

大
蔵
省
が
第
一

〇
〇
号
達
を
も
っ

て
、

「
地
券
調
査
参
考
ノ

為
メ
ニ

、

各
府
県
管
内
一

郡
限
リ
田
畑
ノ

等
位
・

反
別

・

石
高
・

租
額
・

作
徳
・

地
価
、

之
カ
表
ヲ

製
シ

本
年
十
二

月
ヲ

限
リ
租

税
寮
ヘ

進
達
ス

ヘ

シ

」
と
命
じ
た
の

を

う
け
て
（
九
月
雛
形
改
正
）、

足

柄
県
が
実
施
し
た
も
の

で
、

村
ご
と
に
明
治
四
年
に
つ

き
、

田
畑
ご
と
に

右
諸
事
項
の
一

村
総
額
を
計
上
さ
せ
た
。

大
住
郡
土
屋
村
で

は
六
年
五
月

に
、

同
郡
石
田
村
で

は
六
年
十
月
に
提
出
し
て
い

る
。

こ

の

よ
う
に
、

一

八
七
三
（
明
治
六
）
年
一

月
に

入
っ

て

も
、

ま

だ
県
に

よ
っ

て

雛
形
の

訂
正
が
な
さ
れ
る
仕
儀
で

あ
っ

て
み
れ
ば
、

作
成
遅
延
も
当
然
で

あ
る
。

し
か
し
、

県
は
、

二

月
、

未
提
出
の

村

村
に
二

十
五
日

ま
で

の

提
出
を
強
く
求
め
、

そ
の

た
め
に

官
員
の

派

出
を
考
慮
す
る
に

い

た
っ

た
（
前
掲
山
口

忠
一

家
文
書
お
よ
び
同
山
口

表1－54　足柄県22，24，25区村々地券調査

延期の日限

注　明治5年11月9日「地券取調猶予願」（山口
匡一家文書）より作成
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匡
一

家
文
書
）。

記

今
般
地
券
渡
方
ニ

付
、

持
地
壱
人
別
帳
取
調
可
差
出
旨
、

兼
而
相
達
、

猶
右
御
用
掛
り
附
属
之
者
巡
村
及
説
諭
置
候
儀
之
処
、

日
延
而
已
申
立
、

日
限
過
去
候
而
も

何
等
之
儀
も
不
申
出
、

等
閑
之
至
り
ニ

候
、

右
ハ

調
方
期
限
も
有
之
候
条
、

来
ル

廿
五
日
限
り
無
相
違
可
差
出
、

万
一

地
所
鎖
雑
等
い

た
し
居
、

調
方
難
出
来
分
は

官
員
差
出
場
所
ニ

お
ゐ
て
可
取
調
条
、

右
日
限
以
前
其
段
急
度
可
申
出
候
、

廻
状
村
下
受
印
之
上
、

至
急
廻
達
、

留
り
ゟ
可
相
返
者
也

明
治
六
年
二

月
十
日

足
柄
県
庁
㊞

こ
の

廻
達
は
、

表
一

－
五
四
の

う
ち
伊
勢
原
か
ら
子
易
村
に

い

た

る
一

一

か
町
村
（
二

大
区
小
七
区

）
に

向
け
て

も
達
せ
ら
れ
て
お
り
、

こ

れ
ら

町
村
が
い

ま
だ
に

完
了
を
み
て
い

な
い

こ

と
を
示
し

て

い

る
。

同
日
、

愛
甲
郡
地
券
取
調
御
用
掛
中
丸
重
郎
平
は
、

担
当
区
域
（
三
大
区
小
一

区

）

の

副
区
長
あ
て

急
状
を
発
し
（
前
掲
山
口

忠
一

家
文
書
）、
さ
ら
に

督
促
を
加
え
た
。

急
状
ヲ

以
申
上
候
、

然
は
地
券
取
調
方
村
〻

延
行
ニ

相
成
候
処
、

村
〻

申
合
、

地
価
取
扱
ひ
奸
曲
之
者
真
価
ヲ

偽
リ
候
者
有
之
旨
御
聞
込
ニ

相
成
、

至
急
帳
面
可
差

出
旨
御
沙
汰
之
上
、

其
御
村
〻

ヘ

御
三

名
宛
も
御
出
役
被
遊
候
趣
、

昨
日

権
令
様
記
録
局
ヘ

御
来
臨
之
上
、

御
重
役
様
方
ヨ

リ
内
談
被
為
在
候
趣
ニ

承
知
仕
候
間
、

心
配
罷
在
候
処
、

今
朝
私
義
典
事
様
ゟ
愛
甲
郡
村
〻

及
遅
延
ニ

候
旨
御
沙
汰
ニ

付
、

地
券
請
方
之
儀
ニ

付
、

彼
是
差
縺
居
候
趣
承
及
候
間
、

右
ニ

付
延
日
ニ

相
成
候

哉
之
趣
奉
申
上
候
処
、

右
ハ

無
名
ニ

取
調
書
出
し
可
申
旨
、

兼
而
達
置
居
旨
厳
重
御
沙
汰
ニ

付
、

無
余
義
此
段
奉
申
上
候
間
、

乍
御
手
数
御
区
内
村
〻

ヘ

懇
篤
ヲ

申

諭
之
上
、

下
書
之
儘
成
共
、

且
未
タ
難
決
分
ハ

無
名
ニ

而
早
〻

取
調
帳
持
参
致
し
呉
候
様
、

無
洩
御
通
達
御
願
申
上
候
、

己
上

二

月
十
日

中
丸
重
郎
平

小
一

区
副
区
長
　
御
中

こ

れ
に
よ
れ
ば
、

作
業
の

遅
延
は
、

農
民
に

よ
る
金
額
操
作
な
ど
に

よ
っ

て

地
代
金
決
定
に

手
間
取
っ

た
だ
け
で

は
な
く
、

地
券
交
付
を
機
に
、

質
地
を
め
ぐ
り
、

金
主
・

地
主
間
で
の

紛
争
が
生
じ
、

地
券
名
請
人
が
容
易
に

定
ま
ら
な
か
っ

た
こ

と
に

も
よ
っ

て
い

る
。
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